
(1) 令和 6年 11月 1 日 第 73 巻第 11号 

ねぎ出荷規格のリーフレット 

 

１．はじめに  

（公社）千葉県園芸協会では、強化 4 品目（さつ

まいも、ねぎ、トマト、にんじん）の品目別協議会

の部会長に主要ＪＡの担当部長を置き、さらに、  

ＪＡ、農業事務所等で地域での検討を積極的に行い

ながら、産地とより密になって産地強化の取組を 

行っています。 

ねぎ協議会では、県内ねぎ産地で猛暑と夏の豪雨

等による単収低下（出荷量減少）が生じていること

から、単収向上・安定生産へ向けた支援や規模拡大

へ向けた準周年化栽培の推進、有利販売につながる

品質向上の取組、出荷規格の検討を行っています。

今回は、年内出荷比率の向上や収穫ロス低減、輸送

問題への対応などを目的に検討を進めてきた、ねぎ

出荷規格の変更について紹介します。 

 

２．ねぎ出荷規格の変更  

本県のねぎは、作付面積が平成 30 年の 2,230ha 

から令和４年は 2,000ha に、産出額は平成 30 年の

173億円から令和４年は 128億円に減少しています。

特に秋冬ねぎ（10～３月出荷）に関しては、近年の 

猛暑や豪雨の影響で生育・出荷が遅れ、年内出荷（10

～12 月）比率が低下し、年内の量販店等の売場が 

他県産地に奪われる状況になっていました。この 

状況を打破するべく、市場を含めた関係機関でねぎ

出荷規格について検討し、軟白部の長さを「27cm  

以上」に変更することで合意に至りました。また、

青葉の長さについては「12cm以上」から「10cm以上」

に変更し、軟白部と青葉の長さのバランスも整えま 

した。さらに、特 L規格については入り数を「45本 

定数」とすることで、販売先を拡大し有利販売に  

つなげる試みです。（本ねぎ出荷規格の変更は、「千

葉県園芸作物標準出荷規格協議会」にて承認され「県

規格」に設定されました。） 

今回の出荷規格変更により、ねぎ出荷時期が早期

化・前進化することで、年内売場の確保（有利販売）、

収穫作業の分散化による収穫遅れ防止、収穫ロスの

低減（生産量の増）が期待されます。なお、事前に

実施した新出荷規格での試験栽培・販売では、ねぎ

全長がコンパクトになることで調製作業（皮むき）

や箱詰め作業の労力が軽減された（省力化）との  

感想もいただきました。 

また、軟白長の変更に併せて、ねぎ出荷箱の長さ

（内寸）も「60cm」から「57cm」にコンパクトに   

することで、食品業界全体で主流の 11型パレットに

適合することができました。2024年問題等物流上の

リスク回避や労力の低減が期待できます。 

 

３．今後の取組  

今回の出荷規格変更により、年内出荷比率の向上

や収穫ロス低減、輸送問題への対応などが図られ、

有利販売や生産拡大が期待されます。引き続き、  

関係機関と連携してニーズに応じた規格の検討を 

継続します。また、栽培面での課題を整理し、安定

生産や規模拡大につながる取組を支援していきます。 
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千葉県農林水産部環境農業推進課 

みどり・耕畜連携推進室 副主査 松浦 美咲 

 

  

 

 

１．認定制度の概要  

 「みどり認定」とは、令和４年７月に施行された

「みどりの食料システム法」に基づき、環境負荷の

低減に取り組もうとする農業者（個人・グループ）

が作成した計画（環境負荷低減事業活動実施計画）

について、知事から認定を受けることができる制度

です。エコファーマー制度の後継に当たります。 

 認定の対象となる環境負荷低減事業活動の具体例

は、以下のとおりです。 

①土づくりと化学肥料・化学農薬の使用低減の一体

的な取組（エコファーマー）、有機農業やちばエコ

農業の取組など 

②温室効果ガスの排出量削減として、施設栽培に 

おける省エネ機器の導入や、水田の秋耕など 

③バイオ炭の施用、生分解性マルチの使用など 

 令和６年８月末現在、本県における認定者数は、

４１人（個人認定３３人、グループ認定８人）です。

取組内容別にみると、①の活動で認定を受けている

方が最も多い一方、②や③の活動で認定を受けてい

る方もいます。 

 なお、持続農業法の廃止により、エコファーマー

の新規申請や更新申請はできなくなっているため、

現在、エコファーマーの認定を受けている方は、み

どり認定の申請をお勧めします。 

 

２．認定を受けるメリット  

認定を受けることで得られるメリットは、以下の

とおりです。 

①みどり投資促進税制 

認定を受けた計画に従って化学肥料・化学農薬の

使用低減に必要となる設備を導入した場合、通常の

減価償却額に一定の金額を上乗せして償却できます。 

 

 

 

 

 

②農業改良資金 

環境負荷低減に取り組みながら収量・品質の向上

やコスト・労働力の削減を目指す新たな取組に対し

て、無利子の融資が受けられます。 

③さまざまな国の補助事業で採択ポイントの加算が

受けられます。 

 

３．申請方法  

 まずは、各農業事務所（企画振興課）にお問い合

わせください。 

 申請書等の様式や記入例は、県のホームページ 

から入手することができます。 

取り組む事業活動の内容を検討の上、申請書等を

作成し、各農業事務所へ提出ください。 

 

「みどり認定」を受けませんか？ 

―環境負荷低減の取組計画を県が認定します― 

経営情報 

「みどり認定」とは、土づくりや化学肥料・化学農薬の使用低減の一体的取組、温室効果ガスの  

排出削減など、農業者の環境負荷の低減に向けた取組計画を県が認定する制度です。認定を受ける 

ことで、設備投資の際の税制優遇や国庫補助事業の優先採択など、様々なメリットがあります。 

    生分解性マルチの使用 

土づくり(堆肥の施用) 

ヒートポンプの活用による 

燃油の使用低減 

高能率水田用除草機の活用 

URL:https://www.pref.chiba

.lg.jp/annou/keikaku/midor

ikihonkeikaku.html 

user04
線



（3）令和 6 年 11 月 1 日 第 73 巻第 11 号 

 

 

  

 

 

近年、気候変動や人口増加、食料の安定供給への

不安など、食を取り巻く環境は大きく変化していま

す。これらの課題に対応し、持続可能な社会の実現

を目指すために、農林水産省は「みどりの食料シス

テム戦略」を策定しました。これに基づき、農林総

合研究センターでは水稲、ニンジン、ネギ、イチゴ

を対象に環境負荷低減と収量維持とを両立する省力

的な技術等の開発や実証を行うプロジェクト（通称：

みどり戦略プロジェクト）に取り組んでいます。  

そこでの主な研究課題を紹介します。 

 

１．土着天敵を活用したネギの害虫防除技術の実証    

ネギの主要害虫の一つであるネギアザミウマは、

殺虫剤に対して抵抗性が発達しやすく効果的な殺虫

剤が限られています。当センターでは、キイカブリ

ダニやクモ類などの土着天敵がネギアザミウマを効

果的に抑制することをこれまでに明らかにしていま

す。しかし、現在の一般的なネギ栽培で使用される

殺虫剤の種類や土寄せ時期が天敵の生育に悪影響が

あり、生産現場で天敵が十分に活躍できない状況で

す。そのため、緑肥や天敵にやさしい農薬を活用し

て天敵を温存し、天敵と農薬を併用した生産現場で

導入しやすい総合的な防除方法を実証します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．ニンジン栽培における可給態窒素を考慮した施肥  

堆肥や有機質資材の利用が増えると、土壌中の 

有機態窒素が蓄積し、作物への窒素供給が増える   

可能性があります。秋冬ニンジンは在圃期間が長い

ため、土壌由来窒素の効果が高いと考えられます。

そこで、有機質資材由来の可給態窒素を考慮した施

肥方法を明らかにして、生産性を保ちつつ化学肥料

の使用を最小限に抑える栽培方法を目指します。 

 

３．施肥設計支援システムの開発   

化学肥料の減肥分を堆肥や有機質肥料で代替する

場合に、目標とする施肥量を簡単に算出するシステ

ムを開発します。本システムは、当センターが開発

した施肥設計支援システム「エコ FIT」の知見を基に

開発を進めており、スマートフォンなどで手軽に利

用できる新しい施肥設計ツールです。現在試用版が

完成しており、様々なユーザーに評価していただき

ながら改善を行い、使いやすいアプリを目指します。 

４．有機栽培の実証試験  

イチゴ、ニンジンの有機栽培の実証試験に取り 

組みます。イチゴでは特に問題となるアブラムシ類、

ハダニ類やアザミウマ類等の害虫の防除を、ニンジ

ンでは省力的な雑草防除を既存の技術と組み合わせ

て実証試験を行います。 

 

この他に、水田で温室効果が高いメタンガスの発

生を低減する方法の開発、ICT を活用した水稲の生

育診断システムの構築、水稲経営体で環境負荷低減

技術が導入できる条件の解明、ニンジンの有機栽培

ほ場での土壌微生物多様性の評価などに取り組んで

います。今後、当センターでは、最重点プロジェク

ト研究室中心に、化学農薬や化学肥料の使用量低減

を目指した研究課題に取り組んでいきます。 

千葉県農林総合研究センター 

最重点プロジェクト研究室 室長 中村 耕士 

 

「みどり戦略プロジェクト」を開始しました！ 

～持続可能な農業の実現に向けた取組～ 

農林総合研究センターでは、持続可能な農業の実現のため、国が定めた「みどりの食料システム  

戦略」に基づき、令和６年度から環境負荷低減と収量維持との両立を目指した「みどり戦略プロジェ

クト」を実施しています。 

野菜ニュース 

図 ネギのそばに緑肥（オオムギ）を栽培して天敵を温存 

ウヅキコモリグモ 

オオムギ 

キイカブリダニ 

捕食！ 

ネギアザミウマ 



（4）令和 6年 11月 1日 第 73巻第 11号 

写真１ 「あきづき」１年生苗木の生育の様子 

 

 

 

 

１．はじめに  

県内のナシ園では、樹齢 30 年を超える老木が多

くなっており、生産力の低下が問題になっています。

また、近年の気候変動による果実の生理障害（「新高」

の日焼けなど）の発生が多くなっており、他品種へ

の改植が喫緊の課題になっています。そのような中、

産地では改植した苗木の初期生育が不良になる  

いや地現象が問題になっています。いや地を回避 

する方法として客土が挙げられますが、土壌の運搬

等に労力がかかります。そこで、手軽に実施できる

活性炭を用いたいや地対策を検討していますので 

紹介します。 

 

２．活性炭とは？  

活性炭は多孔質の炭素を主成分としていて、比表

面積が大きい（500～2,500 ㎡/g ）ことが特徴です。

吸着効果が高く、特定の物質の精製や除去に用いら

れています。ナシのいや地は、根から分泌される水

溶性の物質が原因と考えられているため、活性炭に

はいや地の原因物質を吸着して生育不良を改善する

効果が期待されます。 

 

３．「あきづき」における活性炭の施用効果  

 これまでの試験結果から、いや地の発生程度には

品種間差や台木間差があることが知られています。

例えば、「あきづき」は「幸水」に比べていや地に  

よる生育阻害の程度が大きく、「あきづき」ではマメ

ナシ台がヤマナシ台に比べて生育阻害の程度が大き

いことが分かっています。そこで、いや地の影響を

受けやすいマメナシ台の「あきづき」を供試して、

活性炭の土壌混和が生育に及ぼす影響を調査しまし

た。いや地現象が発現している連作土（以下、連作

土）20L に対して活性炭 200g を混和し、ポットに

充填して１か月静置した後マメナシ台「あきづき」

１年生苗木を植え付けました。３～８月にかけて栽

培し、その生育を活性炭無処理の連作土及びナシ未

植栽の黒ボク土（以下、新土）に栽植した場合と比

べました。 

 

 

写真１は各処理区の「あきづき」の生育の様子で

す。活性炭を処理した連作土では、新梢の発生本数

や総伸長量、葉数が無処理の連作土に栽植した場合

と比べて増加し、新土に栽植した場合と同程度に 

なりました。また、樹全体の乾物重についても同様

の傾向がみられました（図１）。これらのことから、

連作土に活性炭を混和することで「あきづき」ポッ

ト栽培樹のいや地による生育不良を改善できること

が分かりました。今後は、同様の効果がほ場に定植

した場合でも得られるか確認するなど、更に研究を

進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県農林総合研究センター 

果樹研究室  研究員 金子 夏樹 

 

 

活性炭を用いたいや地軽減技術の開発 

果樹ニュース 

いや地による生育阻害を受けやすい「あきづき」の１年生苗木を、連作土 20Lに対して活性炭

200g を混和した土壌でポット栽培すると、新土でポット栽培した場合と同等の生育となること

が分かりました。 

連作土
＋活性炭

連作土
新土

図１ 連作土への活性炭混和が「あきづき」苗木の

乾物重に及ぼす影響 
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  経営情報 

農業経営の安定のため収入保険への加入をお勧めします。 
新規加入する方には千葉県から最大２万円まで補助されます。    
申込締切：令和６年 12月末【補助金が受けられるのは今年が最後です！】 
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公益社団法人千葉県園芸協会 産地振興部 

《セミナー風景》 《分科会風景》 

 

 

千葉県の農業を維持・発展させていくために、担い手の確保・育成は年々その重要度が高まっています。  

千葉県・一般社団法人千葉県農業会議・公益社団法人千葉県園芸協会では、新規就農者の定着と経営発展に  

資するため、毎年県内各地の新規就農者に参加を募り交流会を開催しています。 

 本年度は、10月３日に千葉市内で参加者、支援機関、総勢 70名が集まり、先輩就農者を講師としたセミナ

ー及び新規就農者が使える資金情報提供を行い、その後、５名の先輩就農者を迎えた分科会を実施しました。 

セミナーでは「農業ビジネスの立ち上げ方と楽しみ方～農家を楽しく継続していくためのコツ～」と題し、

他産業や他農場での経験から農業をビジネスと捉えつつも、楽しく農業を継続し魅力的な農場づくりを目指し

ている事例について講話いただきました。各分科会では先輩就農者が自身の体験談から参加者へ具体的なアド

バイスをし、参加者からはそれぞれ農業に対する意見や興味のあること、悩んでいることなど自由に話し合い

ました。交流会でしか会えない仲間とつながり、良いネットワークになることを期待します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県新規就農者交流会を開催しました 
～新規就農者の定着をサポート～ 

令 和７年 度   

（問合せ先・資料請求先)  

千葉県立農業大学校 試験事務局  

TEL：0475-52-5121 FAX：0475-54-0630 

http:// www.pref.chiba.lg.jp./noudai/index.html 

※下記 QRコードから、本校での学修の様子や学生生活に 

関する情報を御覧いただけます。 

facebook X 

▼募集人員  

農学科８０名、研究科２０名（推薦入学含む） 

▼受験資格 

農学科 高等学校を卒業又は令和７年３月 

卒業見込みの者 

研究科 農業大学校の卒業者又は、短期大学の 

農業に関する正規の課程を修めて卒業 

した者 

（令和７年３月卒業見込の者を含む） 

▼試験場所 千葉県立農業大学校  

〒283-0001東金市家之子 1059  

TEL：0475-52-5121 

▼試験科目 筆記試験及び面接試験 

農学科 必須科目：国語（現代の国語、言語文化 

（古文及び漢文を除く）） 

選択科目：農業と環境、生物基礎及び 

化学基礎の３科目のうち 

から１科目を選択する。 

研究科 作物学、園芸学、畜産学及び農業経営学 

の４科目のうちから２科目を選択する。 

農業経営者、指導者を目指す、皆さんのチャレンジをお待ちしています！  

 

出願期間 

試 験 日 

合格発表 

A 日程 

令和 6 年 
12 月 2 日(月) 

～  
12 月 13 日(金) 

令和 7 年 
1 月 9 日(木) 

令和 7 年 
1 月 27 日(月) 

B 日程 

令和 7 年 
1 月 20 日(月) 

～  
1月 31日(金) 

令和 7 年 
2 月 13 日(木) 

令和 7 年 
3 月 3 日(月) 




